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１ 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 
 

(1) 各主体の役割 
市民の多様なニーズに対応したきめ細かなまちづくりを進めるとともに、民間の都市計画

への積極的な参加により活力あるまちづくりを進めるためには、市民（住民、まちづくり活

動団体など）、企業、市がまちづくりの目標を共有し、それぞれの責任と役割分担により主

体的に取り組む協働によるまちづくりを推進する必要があります。 

 

■協働によるまちづくりにおける各主体の役割 

【市民】（地域自治組織、ＮＰＯなどのまちづくり活動団体を含む） 

・廿日市市の都市づくりについて、共通認識を持つよう努めます。 

・まちづくりの担い手であることを認識し、まちづくりに参加するよう努めます。 

・自らが持つ知識、技能等を積極的に活かしてまちづくりに取り組むよう努めます。 

・地域自治組織、ＮＰＯなどのまちづくり活動団体は、地域における住民相互のつなが

りや専門性を活かして、まちづくりに取り組むよう努めます。 

【企業】（経済・産業団体を含む） 

・廿日市市の都市づくりについて、共通認識を持つよう努めます。 

・地域社会の一員として、企業活動を通じてまちづくりに寄与するよう努めます。 

・人材・資金・ノウハウなどの資源を活かし、まちづくりに参画するよう努めます。 

【市】 

・廿日市市の都市づくり、都市計画制度などに関する情報提供に努めます。 

・市民、企業がまちづくりに積極的に参加できるよう、環境の整備に取り組みます。 

・市民のまちづくりに対する多様なニーズを都市計画に反映するよう努めます。 

・都市計画制度の活用など、行政が主体的に行うべき施策を計画的に進めます。 

 

■市民と行政との協働によるまちづくり概念図 
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・まちづくりに参加できる環境の整備 
・市民ニーズの都市計画への反映 
・都市計画制度の活用など行政施策の推進 
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・都市づくりに係る共通認識 
・まちづくりの担い手としての参加 
・自らが持つ知識、技能等の活用 

・地域自治組織、ＮＰＯなどの参加 
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・都市づくりに係る共通認識 

・企業活動を通じたまちづくりへの寄与 
・人材・資金・ノウハウなどの資源を活か 
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(2) 市民参加の促進 
ア 市民意識の醸成 

市民のまちづくりに対する関心を高め、市民参加を通じて市民の力を活かすため、まち

づくりに関する情報を逐次提供するなど、市民に見える体制づくりに努めます。 

また、協働によるまちづくりの必要性を周知するなど、市民意識の醸成を図ります。 

さらに、学校などを対象とした出前トーク等を通じて、若い世代のまちづくりへの関心

を高め、まちづくりに対するニーズの把握に努めるとともに、幅広い層における市民意識

の醸成に努めます。 

 

イ 情報提供の充実 
市民とまちづくりの方向性を共有し、市民の主体的なまちづくりを促進するため、市広

報誌、ホームページ、出前トーク等による情報提供の充実を図ります。 

また、パブリックコメント制度など広聴システムの充実を通じて、まちづくりに対する

市民ニーズの把握に努めるとともに、都市計画の仕組みや各種制度の周知を図ります。 

 

ウ 市民の参加機会の拡充 
市民の都市計画への参加を促進するとともに、まちづくりに関する市民の多様なニーズ

を都市計画に反映するため、審議会、委員会の委員を公募するなど、市民の参加機会の拡

充を図ります。 

 

エ 都市計画提案制度の活用 
市民の創意工夫によるまちづくりを都市計画に反映させ、実行性を持たせるため、都市

計画に関する提案制度の活用を促進します。 

 

(3) 市民主体のまちづくり活動の推進 
ア まちづくり活動の支援 

市民主体のまちづくり活動を支援するため、まちづくり活動団体、大学、企業、市の連

携強化、人材情報のネットワーク化、ＮＰＯ法人の設立・運営支援、アドバイザー派遣や

活動助成など、活動段階に応じた支援体制の充実を図ります。 

 

イ 地域経営の視点からのまちづくりの推進 
地域ごとの特性や課題に応じたまちづくりを推進するため、市民や地域の様々な主体と

連携し、地域自治の取組を支援するなど地域経営の視点からまちづくりを進めます。 

 

ウ まちづくり活動の環境整備 
市民・企業・行政の協働によるまちづくりを推進していくため、市民自らがまちの課題

を把握し、まちづくりの活動につなげていくことができるよう、学習機会を提供します。 

また、支所、市民センターにおけるまちづくりのための機能を拡充します。 
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２ 効率的な都市運営 
 

(1) 選択と集中による都市整備の推進 
都市機能や公共施設などの既存ストックの有効利用、持続的で良質な都市の資産を創造す

る都市整備の視点から、選択と集中を基本に、財源投資を適切に配分し、地域の実状に配慮

しつつ、費用対効果を踏まえた効率的な都市整備を進めます。 

 

(2) ストックマネジメントの推進 
今後、都市施設等の維持管理が大きな課題になると見込まれることから、これからの都市

施設の整備と維持管理にあたっては、長期的な視点からの機能の拡充・更新、計画的な維持

管理、市民と行政との協働による効率的な管理などを推進します。 

 

(3) 民間活力の導入 
都市施設等の整備と管理運営、市街地開発などにおいては、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用など、

民間のノウハウや資金等を活用して、効率的な取組を進めます。 

 

 

３ 計画の適切な運用 
 

(1) 計画の周知 
本計画については、ホームページによる公開、まちづくり懇談会、出前トークなど多様な

機会を通じて、市民に計画の内容を公開・説明し、計画についての理解と情報の共有を進め

ます。 

特に次代を担う子どもたちについては、学校教育などを通じた都市計画やまちづくりに関

する教育、講座、情報提供の充実を図ります。 

 

(2) 上位計画・関連計画との連携 
本計画の実施にあたっては、上位計画である第６次廿日市市総合計画との整合を図るとと

もに、地域公共交通網計画、緑の基本計画、景観計画等の関連計画と連携しつつ、効果的な

施策の展開を図ります。 

 

(3) 計画の進行管理と見直し 
都市計画マスタープランは、これからの都市づくりの方向性や短・中期的に実施すべき施

策を示しています。 

この計画を有効に機能させるため、進行管理を適切に行うとともに、本市を取り巻く社会

経済環境の変化、上位計画等の変更等に柔軟に対処し、必要に応じて計画の見直しを行いま

す。 

 

(4) 推進体制の確立 
市民ニーズに的確に対応し、様々な課題に柔軟かつ的確に取り組み、総合的にまちづくり

を推進していくため、効率的でスリムな行政組織の確立や、成果重視の行政経営を行うため

のマネジメントサイクルの確立など、都市整備部門だけにとどまらず、庁内での取組体制を
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整え、連携を強化します。 

また、地方分権の進展に伴う事務権限の移譲に対応した執行体制の充実・強化を図ります。 

 

(5) 国・県等との連携・協力 
都市計画に関連する国・県の各種制度の有効な活用や財政支援を通じて、本市が主体とな

る事業の円滑な実施を図るとともに、国・県等が主体となる事業の実施を促進するため、

国・県等関係機関との連携・協力を充実・強化します。 

また、広域的な視点からの都市づくりを推進し、事業効果を高めていくよう、周辺都市と

の連携・協力を充実・強化します。 

 

 


